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! お 

知 
ら 
せ

ご
利
用
く
だ
さ
い

区
民
借
上
保
養
施
設

葛
飾
区
育
児
休
業
代
替

任
期
付
職
員
（
福
祉
Ⅱ
類
）

を
募
集
し
ま
す

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧

状
況
を
公
表
し
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
案

内
を
民
間
事
業
者
に
委

託
し
て
い
ま
す

年
金
事
務
所
で
の
相
談
・

手
続
き
に
は
予
約
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

障
害
の
あ
る
方
や
寝
た

き
り
な
ど
の
方
へ

お
近
く
の
歯
科
医
を

紹
介
し
ま
す

「
2
0
1
9
年
版

く
ら
し
の
豆
知
識
」
を

差
し
上
げ
ま
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

静
観
亭

利
用
は
区
内
在
住
の
方
に
限

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
施
設
利
用
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
平
成
31
年
2
月
分
ハ
ガ
キ
受
付
】

12
月
1
日
㈯
〜
8
日
㈯
に
申

込
専
用
ハ
ガ
キ
で
（
消
印
有
効

・
1
グ
ル
ー
プ
1
枚
）。

1
人
利
用
の
場
合
、
ハ
ガ
キ

受
付
で
の
お
申
し
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
。
空
室
受
付
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
（
た
だ
し
、
利
用
で

き
る
日
に
制
限
が
あ
り
ま
す
）
。

【
施
設
を
利
用
で
き
な
い
日
】

▽
下
部
ホ
テ
ル

2
月
12
日
㈫
・
13
日
㈬

▽
岸
権
旅
館

2
月
27
日
㈬
・
28
日
㈭

▽
ほ
て
る
白
河

湯
の
蔵

2
月
27
日
㈬
・
28
日
㈭

【
1
月
分
空
室
受
付
】

12
月
3
日
㈪
は
午
前
9
時
か

ら
電
話
の
み
。

12
月
4
日
㈫
か
ら
利
用
日
の

前
日
ま
で
は
、
午
前
8
時
30
分

か
ら
電
話
か
窓
口
で（
先
着
順
）
。

【
申
込
専
用
ハ
ガ
キ
・
施
設
利

用
案
内
配
布
場
所
】

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー
（
区

役
所
内
郵
便
局
上
）、区
政
情
報

コ
ー
ナ
ー（
区
役
所
3
階
3
0
4

番
）、
地
域
振
興
課（
区
役
所
4

階
4
0
5
番
）、
区
民
事
務
所
、

区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
地

区
セ
ン
タ
ー
（
東
立
石
は
休
館

中
、
新
宿
は
1
月
3
日
㈭
ま
で

休
館
）、学
び
交
流
館
、
図
書
館

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

▽
月
〜
金
曜
日

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー

（
区
役
所
内
郵
便
局
上
）

!（
5
6
7
0
）3
8
6
1

▽
土
・
日
曜
日
、
祝
日
（
電
話

の
み
。
午
前
11
時
〜
午
後
5
時
）

㈱
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
首
都

圏

渋
谷
宮
益
坂
営
業
所

!（
5
7
7
4
）5
0
6
6

空
室
状
況
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

地
域
振
興
課

【
職
務
】

保
育
士
・
児
童
指
導

【
募
集
人
数
】

10
人
程
度

【
対
象
】

平
成
11
年
1
月
16
日
ま
で
に
生

ま
れ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

▽
保
育
士
の
資
格
を
有
し
、
都

道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
方
、
ま
た
は
平
成
31
年
1

月
15
日
ま
で
に
登
録
を
受
け
る

見
込
み
の
方

▽
児
童
指
導
員
の
資
格
を
有
す

る
方
、
ま
た
は
平
成
31
年
1
月

15
日
ま
で
に
資
格
を
取
得
す
る

見
込
み
の
方

【
採
用
予
定
時
期
】

平
成
31
年
1
月
16
日
以
降

任
期
は
お
お
む
ね
6
カ
月
以

上
3
年
未
満
（
職
員
の
育
児
休

業
期
間
に
よ
る
）。

【
勤
務
場
所
】

区
立
保
育
園
・
児
童
館

児
童
指
導
員
の
資
格
の
み
の

方
は
児
童
館
。

【
選
考
日
程
・
方
法
】

12
月
16
日
㈰

課
題
式
作
文
・
面
接

【
募
集
要
項
・
申
込
書
配
布
場
所
】

人
事
課
、
人
材
育
成
課
（
立
石

5‐

27‐

1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

内
）、区
民
事
務
所
、
区
民
サ
ー

ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
、
学

び
交
流
館

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
書
と
返
信
用
封

筒
2
枚（
82
円
切
手
貼
付
・
宛
先

記
入
）を
、12
月
7
日
㈮（
必
着
）

ま
で
に
持
参
か
簡
易
書
留
で
郵

送（
封
筒
に「
任
期
付
職
員
採
用

選
考
申
込
書
在
中
」
と
朱
書
き
）
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
人
事
課

（
区
役
所
内
郵
便
局
上
）

!（
5
6
5
4
）8
1
5
1

区
で
は
公
益
性
の
高
い
も
の

に
限
り
、
申
請
事
由
や
目
的
を

厳
重
に
審
査
し
た
上
で
、
住
民

基
本
台
帳
の
閲
覧
を
許
可
し
て

い
ま
す
。

平
成
30
年
4
〜
9
月
に
行
わ

れ
た
閲
覧
の
う
ち
、
法
律
で
公

表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
閲

覧
状
況
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
て
い
ま
す
。
戸
籍
住

民
課
で
も
そ
の
印
刷
物
を
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。

【
担
当
課
】

戸
籍
住
民
課

（
区
役
所
2
階
2
1
7
番
）

!（
5
6
5
4
）8
1
8
9

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
方
へ
の
電
話
や
文
書
、
戸
別

訪
問
に
よ
る
納
付
案
内
や
免
除

な
ど
の
申
請
手
続
き
の
案
内
を

民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
い
ま

す
。
民
間
事
業
者
の
訪
問
員
が
、

現
金
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
委
託
事
業
者
】

ア
イ
ヴ
ィ
ジ

ッ
ト
・
東
洋
紙
業
共
同
企
業
体

!

0
5
7
0（
0
2
1
）7
8
1

【
問
い
合
わ
せ
】

葛
飾
年
金
事
務
所

!（
3
6
9
5
）2
1
8
1

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

年
金
に
関
す
る
相
談
者
が
増

加
し
て
い
る
た
め
、
年
金
事
務

所
で
の
相
談
・
手
続
き
の
際
は
、

事
前
に
電
話
予
約
を
し
て
い
た

だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

相
談
内
容
に
合
っ
た
準
備
を

し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
予
約
相
談
実
施
時
間
】

▽
月
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
6
時

▽
火
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
4
時

（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
、
翌

営
業
日
は
午
後
6
時
ま
で
）

▽
第
2
土
曜
日

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時

混
雑
状
況
な
ど
に
よ
り
、
希

望
日
・
時
間
に
空
き
が
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

【
会
場
・
予
約
申
し
込
み
】

葛
飾
年
金
事
務
所

（
立
石
3‐

7‐

3
）

予
約
受
付
専
用
電
話

!

0
5
7
0（
0
5
）4
8
9
0

予
約
相
談
希
望
日
の
1
カ
月

前
か
ら
前
日
ま
で
受
け
付
け
ま

す
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

体
や
歯
の
状
態
な
ど
を
お
尋

ね
し
た
上
で
、
適
切
な
歯
科
医

を
紹
介
し
ま
す
。
電
話
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
受
付
日
時
】

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
1
〜

4
時

【
紹
介
窓
口
】

か
か
り
つ
け
歯
科
医
紹
介
窓
口

（
た
ん
ぽ
ぽ
歯
科
診
療
所
内
）

!（
3
6
9
0
）5
2
0
9

【
担
当
課
】

健
康
づ
く
り
課

日
常
生
活
に
関
わ
り
の
深
い

消
費
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
問
題
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
本
で

す
。

【
配
布
日
時
】

11
月
26
日
㈪
午
前
9
時
か
ら

（
1
人
1
冊
。
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
）

【
配
布
場
所
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
立
石
5

‐
27‐

1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

内
）、
区
民
事
務
所
、
新
小
岩

区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
学

び
交
流
館
、
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
か

つ
し
か（
青
戸
7‐
2‐

1
）、

地
域
振
興
課
（
区
役
所
4
階
4

0
5
番
）、区
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
区
役
所
3
階
3
0
4
番
）、
シ

ニ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
立

石
6‐

38‐

11
）

【
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

!（
5
6
9
8
）2
3
1
6

少
人
数
か
ら
70
人
程
度
の
会

合
・
宴
席
な
ど
に
利
用
で
き
ま
す
。

【
営
業
時
間
】

午
前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分
、

午
後
5
時
30
分
〜
9
時

【
定
休
日
】

月
曜
日
（
祝
日
の

場
合
は
営
業
し
、
翌
平
日
は
休

業
）、
年
末
年
始

【
申
込
方
法
】

利
用
月
の
3
カ
月
前
の
1
日

午
前
9
時
か
ら
電
話
で
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

静
観
亭
（
堀
切
2‐

19‐

1
堀

切
菖
蒲
園
内
）

!（
3
6
9
3
）6
6
3
6

【
担
当
課
】

公
園
課

平
成
30
年
第
4
回
区
議
会
定
例
会

【
日
程
】

11
月
29
日
㈭
〜
12
月
17
日
㈪（
予
定
）

傍
聴
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

区
議
会
事
務
局

!（
5
6
5
4
）8
5
0
6

「お隣のエアコン室外機がうるさい」「ピアノなどを演奏する音が気

になる」など、生活環境をめぐるトラブルが増加しています。

【担当課】 環境課 !5654‐8238

トラブルに発展させないポイント

日頃から近所付き合いを大切に

生活騒音をどの程度迷惑に感じるかは、近所付き合いの程度によ

って変わります。特に早朝や深夜は想像以上に音が伝わりやすく、

小さな音でも不快に感じることが多いため、配慮が大切です。

ちょっとした心遣いや気配りが、トラブルを未然に防ぎます。

どうしても我慢できないときは、直接相手に相談を

感情的にならず、住所・氏名を明かした上で、困っている内容を

丁寧に説明しましょう。一方的に自分の権利ばかりを主張するので

はなく、相手の立場に立って、譲り合いの気持ちで話し合うことが

大切です。

対応後は感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。

環境課でも公害に関する苦情・相談をお受けします

相談内容に応じてアドバイスをしたり、関係機関を紹介したりし

ます。

なお、公害の事実確認や対応後の改善状況などをお聴きする他、

個人の利害関係による意図的な通報や無関係な第三者が巻き込まれ

ることを防止するために、匿名での相談はご遠慮ください。

広報かつしかが読めるホームページ・アプリ

スマホアプリ

「マチイロ」

無料アプリケーションソフ

ト「マチイロ」を利用して、お

手持ちのスマートフォンやタ

ブレット端末から「広報かつ

しか」を読むことができます。

右のQRコード

からアプリをイン

ストールしてくだ

さい。

マイ広報かつしか
https://katsushika.mykoho.jp/

マイ広報かつしかは、葛飾

区が発行する「広報かつし

か」を記事ごとに読むことが

できるホームページです。

無料アプリケーションソフ

ト「マイ広報かつしか」からも

読むことができます。右のQR

コードからアプリをインスト

ールしてください。

11月
みらい

30日は「年金の日」です。年金記録や将来の年金受給見込額を確認できる「ねんきんネット」を利用して、未来の生活設計を考えましょう。

【問い合わせ】 ▽日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/n_net/） ▽葛飾年金事務所（立石3‐7‐3）!3695‐2181【担当課】 国保年金課

快適な生活環境は

お互いの配慮から

【担当課】 広報課 !5654‐8116

ご利用ください

Android端末

iOS端末

いい

マイナンバーに関するお問い合わせは

葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター
午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）!0570-66-6754 平成30年（2018年）11月25日 No.1750

紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（９）


